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ま え が き 

 

高層機械式立体駐車場は，土地の有効利用や高層建物周辺の景観整備上の利点から，近

年その設置数が増加している。このような高層機械式立体駐車場を火災から守り，安全安

心を保つために，新ガス系消火設備を設置する例が多く見られる。 

 新ガス系消火設備は，オゾン層を保護し地球環境を守るためにハロン消火設備の代替と

して開発され，平成13（2001）年に消防法で基準化されたものである。使用する消火剤

の種類により，不活性ガス消火設備とハロゲン化物消火設備の二種類があるが，いずれに

おいても，消火剤ガスからの安全確保に配慮した設計がなされるように定められている。 

 他方，二酸化炭素消火設備は古くから利用されている消火設備であるが，放出された二

酸化炭素ガスによる人身事故が発生していることは周知のとおりである。平成7（1995）

年 12 月，東京，東池袋で発生した二酸化炭素消火設備による死亡事故を契機に，安全対

策のガイドラインが作成された。新ガス系消火設備は，床面積1,000㎡，または空間体積

3,000㎥を超える防護区画などに対して設置される場合には，ガス系消火設備等評価委員

会により消火設備としての安全性と信頼性が評価されている。そして、火災時の避難に関

しては，二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドラインが援用されてきた。 

 高層機械式立体駐車場は通常無人区画であるが，駐車設備の点検を行う際には点検要員

が内部に立ち入ることとなる。このような高層の特殊空間における点検作業時に，火災が

発生した場合の作業者の安全な避難方法に関する定説はこれまでになく，その検討が喫緊

の課題となっている。 

 本報告書は，高層機械式立体駐車場において，万が一，点検作業中に火災が発生した場

合，作業者の速やかで適切な避難と迅速な火災の消火を可能とするあり方について，関係

各方面の専門家の協力を得て調査検討し，高層機械式立体駐車場に設置される新ガス系消

火設備の安全性と信頼性に関する判断材料とすべく，結果を取りまとめたものである。 

この取りまとめ最中の3月11日，14時46分に東日本大震災が発生した。東北・関東地

方太平洋沿岸の広範な地域で，おびただしい数の犠牲者，行方不明者，被災者の出たこと

が連日報道されている。犠牲者には心からの哀悼の意を表するとともに，行方不明者の早

期発見と一人でも多くの生還，被災者の速やかな生活再建を切に願っている。 

本報告書が，火災以外の緊急時にあっても，高層立体駐車場で点検業務に従事する人々

の，作業現場からの確実で安全な避難に寄与することをあわせて期待するものである。 

 平成 23年 3月 

 高層機械式立体駐車場におけるガス系消火設備のあり方検討委員会 

委 員 長 斎 藤  直 
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１．緒  言  

これまで、電気室、発電機室、サーバー室、ごみ焼却施設、美術館、文化財展示室、

駐車場などの用途部分には、水損や汚損の影響が少ないという特性をもつガス系消火設

備が設置されてきた。このうち、駐車場は、土地の有効活用による階層化及び高層の事

務所ビルやマンション等の建物に組み込む形態が多く採用され、駐車室の高さが１００ｍを

超える超高層立体駐車場と呼ぶべきものも出現している。 

「消防設備等に係る執務資料の送付について（消防予第２８１号平成１４年９月３０日）」に

基づき、自走路をもたない立体駐車場は、「常時人がいない部分(無人の区画)」として扱

われ、通常は自動的にガス系消火設備を起動させて消火する。一方、点検などで人が駐車

室へ入る場合は、手動起動方式に切り替え、万一火災に遭遇したときには、点検要員を防

護区画外へ速やかに避難させた後に、消火ガスを放出して早期に消火する必要がある。 

新ガス系の消火設備（ハロン代替消火設備）を防護区画の床面積が１,０００㎡以上、防護

区画の体積が３,０００㎥以上、「常時人がいない部分以外の部分（有人の区画）」などに設置

する場合には、設置者はガス系消火設備等評価委員会（以下「評価委員会」という。）の

評価を受けて、特例適用の申請を行っている。ただし、二酸化炭素を放出する不活性ガス

消火設備（以下「二酸化炭素消火設備」という。）及びハロン１３０１を放出するハロゲン化

物消火設備（以下「ハロン１３０１消火設備」という。）は、防護区画の床面積など法令上の

制約がないため評価対象から除かれている。 

新ガス系の消火設備は、消火剤放出時に人命危険が生じないように設計されており、二

酸化炭素消火設備よりも人体に対して安全である。一方、二酸化炭素消火設備は、ガス

系消火設備の中では最も古くから採用されてきた。しかしながら、消火設備としての経

済性の利点はあるが、平成７年１２月に東京都豊島区東池袋で発生した立体駐車場での死亡

事故例にみられるとおり、点検中の受傷事故がしばしば発生している。東池袋の事故を受

けて、平成９年８月消防庁予防課長、危険物規制課長通知「全域放出方式の二酸化炭素消

火設備の安全対策ガイドラインについて」が示されており、評価委員会でも新ガス系の消

火設備について、その安全対策として、当該ガイドラインに示されている「二方向避難の

確保」を準用して評価を行ってきた。 

建物に組み込まれた形態の高層立体駐車場については、ある程度の階層毎に点検口を

設置することにより「二方向避難の確保」が可能である。しかし、建物コア部分に設置さ

れている高層立体駐車場や独立式である高層立体駐車場は、耐震壁であること、また、そ

の形態から、「二方向避難用の開口部」の設置が困難である。そのため、ともすれば、評

価が不要な二酸化炭素消火設備を選択する傾向がある。 

これらの事情から、高層機械式立体駐車場における点検要員の安全と評価委員会におけ

る「二方向避難の確保」に係る評価に資することを目的として、財団法人日本消防設備安

全センター（以下「安全センター」という。）に「高層機械式立体駐車場におけるガス系

消火設備のあり方検討会（以下「検討会」という。）」を設置して、高層機械式立体駐車

場の現況や駐車場火災、点検の実態を調査、検討することとした。 
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２．調査検討項目、調査検討体制等 

高層機械式立体駐車場の実態、火災発生状況、高層機械式立体駐車場に係る点検の方法、

点検の頻度、点検中の火災時の避難など下記の項目について調査検討し、点検中の火災に

対する避難の安全性の向上、火災時の初期対応の向上、更に、評価委員会の評価におけ

る参考資料を得る。 

２.１ 調査検討項目 

⑴ 高層機械式駐車場の状況 

⑵ 駐車場火災・事故等の実態  

⑶ 自動車火災の実験及び火災感知器の作動実験 

⑷ 高層機械式駐車場における点検の実態 

⑸ 高層機械式立体駐車場の現地調査 

２.２ 調査検討対象  

本検討会では、高層機械式立体駐車場を消防法で定義している「高さが３１ｍ超える建

築物」、かつ、防護区画の体積が３，０００㎥を超えるものを対象とした。 

２.３ 調査検討体制 

有識者、関係業界、消防機関から構成される検討会委員は、表１のとおりである。 

表１ 高層機械式立体駐車場におけるガス系消火設備のあり方検討会員 

役 職 等 氏 名 所  属 

委員長 斎藤 直 総務省 消防庁 消防研究センター フェロー 

副委員長 猪俣忠昭 元上智大学 教授 

委 員 川端信義 金沢大学 教授 

委 員 土橋 律 東京大学 教授 

委 員 尾川義雄 
総務省 消防庁消防研究センター 火災災害調査部  

原因調査室 火災災害調査官 

委 員 髙橋俊明 日本消防検定協会 消火・消防設備部長 

委 員 阿部勝男 東京消防庁 参事兼予防課長 

委 員 髙橋規夫 横浜市消防局 予防部長 

委 員 佐藤寿髙 千葉市消防局 予防部長 

委 員 田村 浩 社団法人立体駐車場工業会 審査部長 

委 員 阿部泰則 社団法人立体駐車場工業会 安全管理委員会委員 

委 員 梅津史朗 社団法人建築業協会 

委 員 田郷太三 社団法人日本消火装置工業会 第三部会長 

委 員 増子信仁 危険物保安技術協会 業務部長 

委 員 齋藤隆雄 財団法人日本消防設備安全センター 常務理事 

オブザーバー 
塩谷壮史 総務省 消防庁 予防課 設備係長 

竹本吉利 総務省 消防庁 危険物保安室 危険物施設係長 
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２.４ 検討会及び現地視察等の開催日、開催場所 

検討会及び現地視察の開催状況は、表２のとおりである。 

表２ 検討会及び現地視察の開催日、開催場所 

開 催 日 場  所 

第 1回検討会 平成２２年 ９月１３日（月） 安全センター第一会議室 

第 1回現地調査 平成２２年１０月２５日（月） 東京都千代田区富士見町、港区東新橋 

第２回検討会 平成２２年１１月１５日（月） 安全センター第一会議室 

第２回現地調査 平成２２年１２月１６日（木） 東京都中央区勝どき 

第３回検討会 平成２３年 １月１７日（月） 安全センター第一会議室 

第４回検討会 平成２３年 ２月１４日（月） 安全センター第一会議室 

第５回検討会 平成２３年 ３月３１日（木） 安全センター第三会議室 
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３. 調査結果 

２.１節で 調査検討項目 に掲げた内容を調査した結果は、次のとおりである。 

３.1 高層機械式駐車場の状況 

立体駐車場の現況、消火剤別のガス系消火設備の設置状況等を把握するため、社団法人

立体駐車場工業会（以下「立駐工業会」という。）、社団法人日本消火装置工業会（以下「消

火装置工業会」という。）、関係各社、東京消防庁から情報収集を行う。 

３.１.1 機械式駐車装置の設置基数 

昭和３５年からの機械式駐車装置の全国の設置基数の累計は、表３のとおりである。 

５０年間の累計では５１万基を数え、毎年平均１万基が設置されており、仮に３０年を耐

用年数とすると、現在、４０万基以上の機械式駐車場が設置されていると推定される。 

高層機械式立体駐車場の形態（資料編６.４.１ 機械式駐車装置の種類 参照）は、平成

２(１９９０）年頃までは垂直循環方式（ゴンドラ式）が主力であったが、以後は低価格及びメ

ンテナンスが容易なエレベータ方式が中心となっている。 

エレベータ方式の最近の５年間の年平均設置基数は、４９０件である。 

３.1.２ 独立式立体駐車場と建物組み込み式立体駐車場の定義及び設置比率 

自走式を除く駐車機能が専用となっている高層機械式立体駐車場(以下「独立式」とい

う。）と事務所ビルやマンションなど建物と一体化した高層機械式立体駐車場(以下「建物

組込み式」という。）がある。独立式と建物組込み式は、概ね６対４の割合で設置されてお

り、近年、建物組み込み式が増加している傾向にある。 

なお、独立式の駐車場の外周部の壁面には、点検口が設置されているものはない。 

３.１.３ 消火剤別ガス系消火設備の設置状況（全国） 

最近３年間の全国における駐車場の消火剤別ガス系消火設備の設置状況は、表４のとお

りで、設置コストや容器スペースが他の不活性ガス消火設備に比べて小さい二酸化炭素消

火設備が６６％を占め、次いでハロン１３０１が２４％となっており、新ガス系消火設備は１０％

に満たない。 

表４ 駐車場に設置される消火剤別ガス系消火設備の件数(全国) 

上段；件数 下段；割合(％) 

(注) 複数の用途に設置される場合で、駐車場が最大防護区画となっていない場合は、

この数値に含まれていない。 

年 
不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備  

合計(件)
二酸化炭素 

新ガス系消火設備 
ハロン1301

新ガス系消火設備 

IG-541 IG-55 窒素 HFC-227ea HFC-23 

19年 
２１９ ２ ５ ２０ １５８ ４ ４ 

４１２
（５３．２） （０．５） （１．２） （４．９） （３８．３） （１．０） （１．０） 

20年 
４１６ １ １ ２９ １０１ ６ ０ 

５５４
（７５．１） （０．２） （０．２） （５．２） （１８．２） （１．１） （0．0） 

21年 
１９４ １ １ ４０ ４４ ３ ３ 

２８６
（６７．８） （０．３） （０．３） （１４．０） （１５．４） （１．０） （１．０） 

合計 
８２９ ４ ７ ８９ ３０３ １３ ７ 

１２５２
（６６．２） （０．３） （０．６） （７．１） （２４．２） （１．０） （０．６） 
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年　　度 垂直循環方式 多層循環方式 水平循環方式 エレベータ方式 ｴﾚﾍﾞｰﾀ・ｽﾗｲﾄﾞ方式 平面往復方式 二段･多段方式 合　　計

昭和35～59年度 4,476 404 295 66 176 3 23,002 28,422

昭和60年度 578 55 42 14 15 3 3,072 3,779

昭和61年度 687 57 44 2 23 - 4,125 4,938

昭和62年度 748 89 73 42 12 - 6,070 7,034

昭和63年度 920 115 72 61 34 - 7,673 8,875

平成元年度 1,095 129 97 141 36 - 12,403 13,901

平成 2年度 1,212 184 139 476 64 - 16,968 19,043

平成 3年度 1,468 213 136 793 108 - 21,895 24,613

平成 4年度 1,361 231 128 659 77 3 22,348 24,807

平成 5年度 762 176 127 424 42 12 20,281 21,824

平成 6年度 422 128 82 388 21 13 24,931 25,985

平成 7年度 326 83 69 388 23 11 29,468 30,368

平成 8年度 307 81 58 513 61 55 29,640 30,715

平成 9年度 259 63 47 551 21 19 28,613 29,573

平成10年度 182 53 58 457 20 33 29,734 30,537

平成11年度 117 45 46 403 12 36 24,281 24,940

平成12年度 108 38 53 415 7 39 24,236 24,896

平成13年度 86 41 61 432 13 28 25,191 25,852

平成14年度 70 48 58 391 6 53 21,685 22,311

平成15年度 47 29 72 392 1 38 20,446 21,025

平成16年度 46 37 69 342 2 21 16,389 16,906

平成17年度 34 25 51 378 - 40 14,727 15,255

平成18年度 29 23 70 496 - 40 16,859 17,517

平成19年度 32 49 77 586 1 40 17,387 18,172

平成20年度 16 44 80 544 5 43 10,942 11,674

平成21年度 19 31 103 447 - 27 7,343 7,970

合　　計 15,407 2,471 2,207 9,801 780 557 479,709 510,932

立体駐車場工業会ホームページより

表３　　機械式駐車装置設置基数
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3.1.４ 高さ 31mを超える駐車場に設置されているガス系消火設備 

東京消防庁管内におけるガス系消火設備が設置されている、高さ３１ｍを超える立体駐

車場(＊１ 消防法施行令 別表 第一(以下「令 別表」という。）１３項イ)の件数（平成２３年

２月２８日現在)は、表５のとおりである。 

消火剤別では、２２４件のうち二酸化炭素が最も多く１２７件（５６.７％）を占め、次い

でハロン１３０１が９４件（４２.０％）、窒素はわずか３件(１.３％)である。 

表５ ガス系消火設備が設置されている高さ３１ｍを超える立体駐車場（東京消防庁管内） 

消 火 剤 二酸化炭素（件） ハロン 1301（件） 窒素（件） 合  計（件） 

件数（比率） １２７(５６.７％) ９４(４２.０％) ３( １.３％) ２２４ 

＊１  令 別表 13 項イ とは、「自動車車庫又は駐車場」をいう。 

なお、複合用途及び共同住宅などの駐車場部分を除く。 
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3.２ 駐車場火災の実態 

全国及び東京消防庁管内における最近５年間に発生した駐車場(令 別表 １３項イ)の火

災実態を調べ、火災件数の推移や出火の原因の状況を把握した。 

ただし、複合用途や共同住宅に組み込まれている駐車場部分の火災は、含まれない。 

３.2.1 全国の駐車場火災の実態 

平成１６年から平成２０年の５年間における駐車場の火災は、４３３件発生しており、やや減

少傾向にある。このうち、放火と不明・調査中を除くと１７７件で、出火原因の判明した火

災は年平均約３５件となる。主な出火原因は、たばこ、排気管に可燃物が接触、エンジン部

の配線等の順になっている（表６ 参照）。 

表６ 駐車場の出火原因別火災件数（全国） 

３.2.２ 東京消防庁管内の駐車場火災の実態 

平成１７年から平成２１年の５年間における駐車場火災は６７件発生しており、近年、やや

減少傾向を示している。放火と不明を除いた主な出火原因は、エンジン部の配線、たばこ、

オイルの漏洩などである（表７ 参照）。 

表７ 駐車場の出火原因別火災件数（東京消防庁管内） 

年 計 

出  火  原  因 

放 

火 

た
ば
こ 

ラ
イ
タ
ー 

排
気
管
に
可
燃

物
が
接
触 

エ
ン
ジ
ン
部
の
配
線 

溶
接
機
・
切
断
機

配
線
器
具 

電
気
装
置 

内
燃
機
関 

配
線 

そ
の
他 

不
明
・
調
査
中 

16年 ９９ ５１ ８ ４ ３ ３ １ ５ １ ０ １ 7 １５

17年 ９９ ５３ １２ ３ ３ １ １ ３ ０ １ １ 9 １２

18年 ８０ ３３ ７ １ ６ ２ ０ １ １ ２ ０ 17 １０

19年 ７９ ３５ ６ １ ４ ３ １ ２ ２ １ ０ 13 １１

20年 ７６ ２６ １０ １ ２ ３ ２ １ ４ ２ ２ 13 １０

合計 433 １９８ ４３ １０ １８ １２ ５ １２ ８ ６ ４ 59 ５８

年 計 

出  火  原  因 

放 

火 

た
ば
こ 

ラ
イ
タ
ー 

エン
ジ
ン
部
の
配
線 

排
気
管
に
可
燃
物
が
接
触

電
気
溶
接
器
の
火
花 

変
電
設
備 

キ
ャ
ブ
レ
タ
ー
の
逆
火 

デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
引
火

オ
イ
ル
の
漏
洩 

バ
ッ
テ
リ
ー
の
短
絡 

コ
ン
デ
ン
サ 

コ
ン
セ
ン
ト 

触
媒
の
過
熱 

不 

明 

17年 １８ 8 1 2 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 1 ‐ 1

18年 １８ 10 1 ‐ 1 ‐ ‐ 1 1 2 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐

19年 １３ 5 1 1 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ 1 ‐ 1

20年 １０ 6 ‐ ‐ 1 ‐ 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1

21年 8 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 2

合計 67 31 5 3 6 1 1 2 1 3 4 1 1 2 1 5
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３.３ 二酸化炭素消火設備の事故事例及び事故防止等の指導 

二酸化炭素消火設備の事故事例、点検中の事故及び再発防止対策などについて情報を収

集した。二酸化炭素消火設備が設置されている駐車場に対する点検時の安全対策の啓発及

び二酸化炭素の人命危険性の周知に資するためである。 

３.３.１ 立体駐車場の二酸化炭素消火設備による事故事例 

平成７年以降の死者が発生した駐車場事故事例及び点検中の事故事例は、表８から表11

のとおりである。 

表８ 死者 2名が発生した駐車場の事故 

発生日時 平成７年１２月１日 

場  所 東京都豊島区東池袋 

負傷者等 死者２名 

事故概要 誤って立体駐車場のターンテーブル室に閉じ込められた会社員が、車両収納箇

所の内部に設置された全域放出方式の二酸化炭素消火設備の手動起動釦を押し

てしまい、二酸化炭素が噴出した。異常警報信号を受け、現場に駆けつけた警

備員２名が、漏れ出た二酸化炭素により被災し、死亡した。１名はターンテーブ

ル室、１名は廊下を挟んでターンテーブル室に隣接した管理人室で発見された。

原  因 警備員２名が死亡した理由は、警備員に二酸化炭素消火設備の設置が周知さ

れていなかったこと及びターンテーブル室には照明がなく暗かったことなどが

あげられている。 

表９ 死者が発生した駐車場の事故 

発生日時 平成１３年７月４日 ２０時２０分ごろ 

場  所 東京都文京区本郷 

負傷者等 死者１名 

事故概要 事務所ビルにある立体駐車場で、男性会社員と同僚の２人が乗用車に乗って

いたが、同僚が先に降り、駐車場の操作釦を押したところ、男性と車が地下に

下がったため、同僚があわてて二酸化炭素消火設備の手動起動釦を押したため、

二酸化炭素が充満した。約３０分後に救出され、病院に運ばれたが死亡した。 

原  因 二酸化炭素消火設備の設置を知らず、知識が不足していた。 

表１０ 機械式立体駐車場の故障に係る作業員の事故 

発生日時 平成２２年５月２３日(日）２３時３０分ごろ 

場  所 愛知県 

負 傷 者 １名（軽症） 

事故概要 共同住宅敷地内の機械式立体駐車場(耐火造、軒高約４４m)の機械式立体駐車の

駐車装置が故障した。駐車しようとした住民が、二酸化炭素消火設備の手動起動装

置の釦を押して消火剤を放出させて立ち去った。警備会社の職員と駐車場の作業員

が駆けつけ、駐車装置の修理をしようとした作業員が二酸化炭素に曝露され動けなく

なった。警備会社の職員により救出され、病院に搬送され、無事であった。 

原  因 駐車場利用者が、手動起動装置を操作した。 

二酸化炭素消火設備の設置を知らず、知識が不足していた。 
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表１１ 機械式立体駐車場における点検中の事故 

発生日時 平成２２年６月８日(火） 

場  所 東京都新宿区 

負傷者等 ４名（重症２名、中等症１名、軽症１名） 

事故概要 機械式駐車場に設置されている二酸化炭素消火設備の点検中に、地下１階消

火ボンベ室の容器弁開放装置の停止措置を行っていない状態で点検用ガスを注

入したため、二酸化炭素が放出し、作業員４名が受傷した。 

原  因 点検実施に伴う事前準備の不足、安全対策の不足及び消火設備の知識不足等

があげられている。 

３.３.２ 事故防止等の指導 

上記の事故等を受け、消防庁予防課長及び危険物規制課長から各都道府県消防主管部長

宛に事故防止等の指導がなされた。参考資料として、掲出する(資料編６.４.２「全域放出

方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドライン」参照)。 

・ 平成８年９月２０日 消防庁 

消防予第１９３号・消防危第１１７号により消防庁では、「二酸化炭素消火設備の安全対策

について(通知)」、平成９年３月に学識経験者等から構成される「二酸化炭素消火設備安

全対策検討委員会」を設置して検討が行われた。 

・ 平成９年８月１９日 消防庁 

「二酸化炭素消火設備安全対策検討委員会」における検討結果「全域放出方式の二酸

化炭素消火設備の安全対策ガイドラインについて」が示され、評価委員会においても二

方向避難に係る指導を評価において準用している。 

・ 平成１５年２月 消火装置工業会 

消火装置工業会では、二酸化炭素を放出する不活性消火設備の点検作業を安全に行う

ため、遵守事項を定めて徹底を図った。参考資料として、資料編６.４.５に｢二酸化炭素

を放射する不活性ガス消火設備の点検における安全のための遵守事項」を掲出する。 

上記以外の指導、通知などを次に示す。 

・平成８年２月 東京消防庁 

｢消火設備の奏効・事故事例について」 

・平成２２年７月９日 東京消防庁 

｢不活性ガス（二酸化炭素）消火設備誤放出事故防止について」 

・平成２２年８月２日 名古屋市消防局 

｢不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備に係る安全対策の徹底について」 
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３.４ 自動車燃焼実験からの燃焼性状と避難者の最大受熱量等 

過去の自動車火災の実験結果による延焼性状及び建築基準法における防火・避難規定の

性能評価法の「発熱速度理論」に基づく資料及び火災時の人体が受熱に耐えられる資料を

収集した。点検中に自動車火災が発生した場合に対し、避難対策の参考とすることができ

る。 

 

３.４.1 自動車燃焼実験及び建築基準法の防火・避難規定における性能評価法等 

平成１５年 京都大学大学院工学研究科 原田和典 他による「自動車燃焼実験 (その 1 実

験概要と燃焼拡大性状）」、「自動車燃焼実験（その 2 発熱速度と放射熱流束）」（日本建築

学会近畿支部研究報告集 資料編６.４.６、資料編６.４.７ 参照）の結果及び避難者の受

熱量に関する資料より、自動車の燃焼にともなう発熱速度、放射熱のデータ及び人体が耐

えられる最大受熱量データ等を以下に整理した。 

① 自動車燃焼実験結果報告書による火災初期の発熱速度と放射熱 

・ 屋内に駐車させた車両（運転席及び助手席側の窓１０ｃｍ開放）の運転席のシートに着

火した直後はシートが急速に炎上したが、車内はすぐに酸欠状態となり８分間くん焼状

態が続いた。８分後のフロントガラスの破壊により、車内がフラッシュオーバーした。 

・ 着火後８分間は、発熱速度は４００ｋＷ程度でごく小さい。８分時でフラッシュオーバ

ー後、発熱速度は急速に増大し、約２ＭＷを記録した。２４分時にはエンジンルームに延

焼したが、この時間帯は換気支配型の火災と考えられほぼ一定の発熱速度を示した。 

・ 自動車の右側面から約３.５ｍ、地上約１.４ｍの位置における点火１０分後の放射熱流束

は，約０.４ｋＷ/㎡を得ている。 

② 建築基準法の防火・避難規定における性能評価法 

建築基準法の防火・避難規定に対応した性能評価における防火安全対策に資する、時

間経過に伴う発熱速度Ｑは、Q ＝αｔ２ ｋＷ で表すことができる。  

火災成長係数αは可燃物の種類により火災実験から求めた値により定める。 

・ＮＦＰＡ（全米防火協会）のランクＭｅｄｉｕｍによる係数０.０１ 

・建築基準法告示に基づく積載可燃物の火災成長率 

｢自動車車庫・自動車修理工場｣；０.２４ 

１６分までの値と前①における実験値を図１、表12に示す。 

表１２、図１から、ＮＦＰＡ（全米防火協会）のランクＭｅｄｉｕｍによる係数０.０１及び建

築基準法の告示に基づく積載可燃物の火災成長率｢自動車車庫･自動車修理工場｣の０.２４

の発熱速度と自動車燃焼実験 (その 1 実験概要と燃焼拡大性状）の結果を比較する。 

ＮＦＰＡ及び建築基準法の告示の火災時の発熱速度は、建物の用途として設定してお

り、一方、自動車燃焼実験では、自動車単体の燃焼としているため、発熱速度を比較す

ると実験値の方が小さい値を示していると考えられる。 

 

 

 

 

 

・ ・
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  図１ 時間経過と発熱速度 

 

３.４.2 避難者の最大受熱量等 

① 避難者の受熱量の恕限度 

｢建築防火工学｣避難設計（東京大学大学院工学系研究科 建築学専攻 建築材料研究室 

ホームページ）に避難者の受熱量の恕限度（火災からの煙や熱に対して人間が耐えられ

る限度）が示されている。 

２.２７ ｋＷ/㎡；１２分 

２.４４ ｋＷ/㎡； ６分 

② 人体が耐えられる最大受熱量 

ドイツ連邦規格では、１ｍ離れた距離で、人間（顔など皮膚を露出）が耐えられる時

間が基準化されており、１５ｋＷ/㎡で２秒、３ｋＷ/㎡で４０秒、１ｋＷ/㎡で１０分とされて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過時間

(分) 

発熱速度Ｑ（ＭＷ） 

ＮＦＰＡ 建築基準法 実

験

値

α＝0.0１ 

［ｋＷ/ｓ２] 

α＝0.024 

［ｋＷ/ｓ２] 

１ 0.04 0.086  

0.4３ 0.3 0.78 

５ 0.9 2.18 

７ 1.7 4.23 

８ 2.3 5.53 2.0

１５ 8.10 19.44 3.0

表１２ 発熱速度と経過時間の関係 

・

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

1 3 5 7 9 11 13 15

火
災
か
ら
の
発
熱
速
度 

･

Ｑ(
Ｍ
Ｗ) 

・ 

自動車車庫、自動車

修理工場 0.24 

×は、実験値を示す。

ＮＦＰＡ 
0.01 

× × × 
×

× 

時 間（分) 
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3.５ 駐車場における火災感知器の実験結果 

実物の駐車場で発煙筒２本を用い、実際の使用条件下と同じ縦流換気による自動火災報知

設備の実験が２件行われている。概要を表１３に示す。光電アナログ式スポット型（一種相

当)の感知時間は、実験１においては５５秒で、実験２においては２６秒で感知している。火災

の感知を早め、避難の開始を早めるためには、感知器の設置間隔を狭める必要がある。 

表１３ 感知器作動実験概要 

実験状況 実験１ 実験２ 
実験日時（場所） 平成15年12月27日（東京都墨田区） 平成1６年３月１６日（東京都江東区） 

実験参加会社 ニッタン株式会社、日本ビクター株式会社、

能美防災株式会社、ホーチキ株式会社 

ホーチキ株式会社、能美防災株式会社

 

駐車場規模、

感知器設置位

置及び駐車場

イメージ図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                      体積4,752㎥

（1号機） 

 

高さ約９０ｍ                       

 

 

 

 

 

 

 

高さ約29ｍ 

 

 

 

 

 

 

体積 

1,300㎥ 

 

 

 

 

 

 

実 験 火 源 発煙筒2本＋ジェットヒーター（35ｋＷ×6台） 発煙筒2本＋ファンヒーター（3ｋＷ×２台）

感知器の種別 光電アナログ式スポット型（一種相当） 光電アナログ式スポット型（一種相当） 

 

感 知 結 果 

 

 

 

 

 

 

入出庫扉 閉鎖 

約55秒で４ｍ、12ｍ設置の感知器が発報 

感知器（入出庫手前） 

感知器設置高さ 発報時間 

２０ｍ 1分08秒 

１２ｍ 55秒 

４ｍ 55秒 
 

26秒で10ｍ設置の感知器が発報 

光電アナログ式 

スポット型感知器 

光電アナログ式 

スポット型感知器 Ａ側 Ｂ側 

 

 

２０ｍ 

 

 

１５ｍ 

 

 

１０ｍ 

 

２０ｍ 

  

 

 

１２ｍ 

 

 

 

４ｍ 

 
火点 

火点 

実験 

1 号機 
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3.６ 高層機械式立体駐車場における点検の実態 

駐車場における点検の実態を把握するとともに、立駐工業会の管理基準及び傘下各社の

点検マニュアルなどの書面の確認、面談調査及び情報収集を行い、ガス系消火設備に対す

る認識や教育、安全対策の構築の動向などを調査した。 

3.６.１ 装置の定期点検・保守及び点検間隔 

機械式駐車装置の認定審査は、立駐工業会が国土交通省の依頼を受けた設置環境条件に

加え、法令及び通達に基づき機械式駐車場技術基準及びその規定により行われている。 

立駐工業会が刊行している「機械式駐車場技術基準・同解説 第 4 章 管理基準編 ４．２．

５．６」に、下記が記載されている。 

装置は予め定められた装置に適した方法、間隔等の保守基準に従い、定期点検及び保守

を行うこと。 

（同解説）定期点検は、運転又は作動の系統、特にブレーキの機能点検のほか、各種安

全装置の機能、不具合箇所の点検補修その他必要に応じて各部の給油、付随設備の機能点

検をする。 

なお、定期点検は装置の安全維持と性能維持を図るため、専門技術者によりおおむね 1

ヶ月以内ごとに実施することが望ましい。点検の結果はその点検記録を３年以上保存する。 

立駐工業会では、立体駐車場の点検作業内容、項目、定期点検整備記録などを定めてい

る。立駐工業会傘下の高層機械式立体駐車場における点検の間隔及び人員について調査し

た結果は、「機械式駐車場技術基準・同解説のおおむね１ヶ月以内ごとに実施が望ましい。」

の記載に基づき実施している場合がほとんどであり、その内容を表１４ にまとめた。 

表１４ 高層機械式立体駐車場における点検間隔及び人員構成 

点検の間隔 点検要員数 割  合 

年１２回 ３名体制 ９０～９５％を占めている。 

年１２回 ４名体制 ５～１０％を占めている。 

年 ６回 ３名体制 数パーセントある。 

また、駐車装置１基当たりの点検所要時間は、概ね３～４時間程度である。 

3.６.２ 機械式駐車場における火災発生時の対応 

「機械式駐車場技術基準・同解説 第４章 管理基準編 ４．２．４．２ 」に下記が示されて

いる。 

火災、地震などの災害発生時対応方法を明確にしておくこと。 

⑴ 装置に火災が発生したときは、装置を停止させ速やかに消火活動を行うほか、消防署、

専門技術者、関係官公署への連絡等の処置を講じなければならない。 

⑵ 装置の運転再開にあたっては、点検及び試運転を行うこと。 

機械式駐車場における火災などの発生時について、各社全ての点検マニュアルを確認して

いないが、「速やかな消火活動と関係官公署への連絡等の処置」について、記載をしている。

各社では点検中の火災について、それぞれ独自に対応をしているが、点検中の火災における

避難対応についてまで、記載されているマニュアルは調査では見当たらなかった。また、立

駐工業会としても、これまで点検時の火災における避難対応については、検討していない。 
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３.６.３ 高層機械式立体駐車場における点検方法等 

⑴ 高層機械式立体駐車場は、「常時人がいない部分（無人の区画）」の防護区画である。

点検のために入室する場合は、一時的に有人区画となるため、消防設備を手動起動方式

に切り替えて行っている。 

また、立駐工業会からの情報では、これまでに点検中の火災や点検に起因する火災の

発生に係る事例報告はされていない。 

⑵ 点検は、３、４名により専門的な知識を備えている要員によるチームとして実施され

る。車両入出庫部には常に 1名の要員が配置されており、トランシーバーで他の要員と

連絡をとり合う。 

⑶ 点検を実施する場合、事前に点検日時を利用者に予告し、車両の入出庫を控えるよ

う依頼し、協力を得ている。なお、緊急な入出庫の要望に対しては、点検要員を一時

退避させてから対応している。 

⑷ 昇降装置(駐車室に自動車又は搬器を上昇あるいは下降させる装置)には、高速運転

と低速運転に切替えられる機能が備わっている。万が一、点検中に出火した場合は緊

急避難用として昇降装置の使用が可能であり、また、最寄りの点検口、メンテナンス

タラップによる退避が可能なところもある。 

⑸ 地下部分に設置されている機械式駐車場の点検時には、酸欠事故防止の観点から簡易

な呼吸保護器を携行する場合がある。 

⑹ 立駐工業会傘下のメーカーでは、機器及び駐車装置等の定期点検マニュアルが備わっ

ているが、点検中の火災発生時の具体的な対応方法などについて十分な検討がされて

いない現在、立駐工業会として、保守点検に関する作業マニュアルの検討を始めたと

ころである。 

３.６.４ 駐車装置と消防用設備の合同点検 

消防用設備の点検は、消防法施行規則(昭和３６年自治省令第６号)第３１条の６第

1 項及び第３項により、次の点検の内容及び点検の期間が定められている。 

機器点検(1 年に２回) 

総合点検(1 年に１回) 

消火設備の点検は、駐車場の保守点検と日程を調整して、合同で行う場合が多く、出火

防止、誤放出防止など連携を図り、効率的で安全な点検が肝要である。 
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３.７ 高層機械式立体駐車場の現地調査 

書面やヒアリングによる実態の把握に加えて、既設及び新設の高層機械式立体駐車場を

視察して補完した。 

３.７.１ 現地調査１(平成２２年１０月２５日（月） 

東京都千代田区富士見町） 

建物組み込み式高層機械式立体駐車場 

床面積；51 ㎡ 体積 4,690 ㎥ × 2 基 

駐車室の高さ；約９２ｍ 

 
 
 
写真１ 高層機械式立体駐車場の内部を昇降装

置の位置から上部を写す。両脇はパレット。 

 

を 

 

 

 

 

 

 

設置場所 

 

 

 

                     

 写真２ タラップの下方を写す。 

333000 は自動車を保管するパレットの番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ パレットと点検口及びタラップの設置状況 写真４ タラップの拡大 

図２ 入出庫部の平面図 

図３ 点検口設置階の平面図 

タラップの設置状況 
（横幅約２４㎝） 

ステップ

の状況 

点検口 

パレット 

パレット

タラップの
設置場所 

背面 
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 ３.７.２ 現地調査２（平成２２年１０月２５日（月） 

東京都港区東新橋） 

床面積；５４㎡ 体積；５,５００㎥ × ３基 

駐車室の高さ；約１００ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 点検口の設置状況 

昇降装置は、乗降室で操作する 
ため、点検口へはタラップを使 
用して移動する。 

写真６ タラップの状況 

点検口の設置場所 

図５ 点検口設置階の平面図 

図４ 入出庫部の平面図 タラップの設置
場所 

図６ 断面図 

タラップの状況 
(横幅約22㎝) 

タラップの背後にカウン
ターバランス用のワイヤ
ーが設置されている。 
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 ３.７.３ 現地調査３ 平成２２年１２月１６日（木） 

場所；東京都中央区勝どき 

建物組み込み式高層機械式立体駐車場 

床面積；78.7 ㎡ 体積；7,747 ㎥ 

駐車室の高さ；約９６.８５ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 点検口、タラップ、ステップの状況 

 

 

写真８ タラップの状況 

ステップからタラップの下方を写す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真８ 光電式スポット型感知器の設置状況         写真９ 噴射ヘッドの設置状況 

(設置間隔；高さ約９.６ｍ) 

図７ 駐車エリア平面図 

タラップ 

ステップの状況 

タラップの設置状況 
(横幅約26㎝) 

点検口 
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３.７.４ 現地調査の結果 

視察した 3施設とも、共同住宅と一体化した高さが９０ｍを超える建物組込み式の駐車場

であり、そのうちの一施設は建築中のものである。 

高層機械式立体駐車場の構造、駐車装置の性能、点検の方法・操作、消火設備の状況、

点検口とメンテナンスタラップの設置状況など点検中の避難に係る内容を重点に確認し

た。以下、緊急時の避難の手段として次の方法があり、現地視察を通して考えられる問題

点などを整理する。 

⑴ 昇降装置を利用した緊急退避 

機械式立体駐車場の高層化に伴い、昇降装置の昇降スピードの高速化が図られてお

り、また、速度の切り替えが可能となっていた。概ねの速度は、車両移送モード時の

昇降速度が１２０～１８０ｍ/分で、緩行モード時の昇降速度が約６０ｍ/分であることを確

認した。 

点検時の火災に対して、緊急の避難手段として昇降装置の利用が可能であった。 

⑵ 点検口からの防護区画外への退避 

視察した建物組込み式の駐車場には、いずれも点検口が設置されていた。昇降装置

が何らかの理由で稼動しない場合は、タラップ等を経由し、直近の点検口から避難す

るとしていた。 

しかし、施設によっては、点検口付近にカウンターバランスのワイヤーが通過する

など、安全でスムーズな脱出ができないと予想される場所もあった。 

⑶ メンテナンスタラップを利用した退避 

タラップの幅はいずれも３０㎝以下で、乗降室から最上階まで垂直のタラップが設

置されていた。 

点検者が誤ってタラップ踏み外すと、下まで転落する危険のある構造が多かった。 

また、梁が障害となりタラップが途切れており、パレットを経由して再度タラップ

へ移動するなど容易に避難ができないと思われる施設も見受けられた。 

⑷ 駐車室内の照明が確保されていたことは、避難安全上重要で有利に作用すると判断

できた。 
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４．調査結果の考察 

機械式立体駐車場の火災、二酸化炭素消火設備の事故などの実態、自動車の消火実験、

点検の現状などに加え、現地調査の内容を整理し、点検要員の点検中の避難対策のあり

方についてまとめる。 

４.１ 調査結果の整理 

高層立体駐車場の現況、点検の実態、火災の実態及び実験等を整理すると、表１５ のと

おりである。 

表１５ 高層立体駐車場の現況、点検の実態、火災実態及び実験等（その１） 

項  目 内       容 

 

駐

車

場

の

現

況 

機械式駐車場の設

置 

昭和３５年以降、５０年間の累計で設置基数は５１万基を数え、３０年を耐

用年数とすると、現在、４０万基以上の機械式駐車場が設置されていると推

定される。高層機械式立体駐車場はエレベータ方式が中心である。 

独立式と建物組み

込み式の比率 

独立式と建物組込み式の割合は、概ね６対４である。独立式の駐車場に

は外周部の壁面に点検口の設置がなく、また、点検口の設置も困難である。

消火剤別ガス系消

火設備の設置状況

全国の設備設置件数は、コストや消火剤容器スペースが少なくて設置が

可能な二酸化炭素消火設備が６６％を占め、新ガス系消火設備は１０％に満

たない。 

高さ３１ｍを超える

立体駐車場のガス

系消火設備の種別

高さ３１ｍを超える立体駐車場(東京消防庁管内)のガス系消火設備が設

置されている消火剤別の件数は、２２４件中１２７件(５６.７％)が二酸化炭素

で、窒素はわずか３件(１.３％)である。 

火

災

の

実

態 

全国及び東京消防

庁管内の駐車場の

火災(令別表１３項

イ） 

全国の平成 16 年から平成 20 年までの駐車場火災は、放火と不明・調査

中を除くと１７７件で、年平均約 35件発生している。東京の平成１７年から 21

年までの駐車場火災は 67 件発生し、放火、不明を除いた主な原因は、エン

ジン部の配線、たばこ、オイルの漏洩などである。 

 

 

火

災 

・ 

感

知

器

作

動

実

験 

 

 

 

自動車の燃焼実験

及び避難者の最大

受熱量 

原田和典らの自動車燃焼実験には、屋内に駐車させた車両の「運転席の

シートに着火した直後はシートが急速に炎上したが、酸欠状態となり８分間く

ん焼状態が続いた。」「着火後８分間は、発熱速度は４００ｋＷ程度でごく小さ

い。８分後のフロントガラスの破壊により、車内がフラッシュオーバーした。８分

時でフラッシュオーバー後、発熱速度は急速に増大し、約２ＭＷを記録した。

２４分時にはエンジンルームに延焼したが、この時間帯は換気支配型の火災

と考えられほぼ一定の発熱速度を示した。」、自動車の右側面から約３.５ｍ、

地上約１.４ｍの位置における点火１０分後の放射熱流束は，約０.４ｋＷ/㎡で

あったこと等が報告されている。 

ドイツ連邦規格では、１ｍ離れた距離で、人間（顔など皮膚を露出）が耐え

られる時間は、１ｋＷ/㎡で１０分とされている。 

 

感知器作動実験 

 

実際の使用条件と同じ縦流換気により、発煙筒２本と送風機を用いた実

物の立体駐車場における実験では、「高さ９０ｍの立駐では光電アナログ式

スポット型感知器（一種相当）が５５秒で鳴動し、高さ２９ｍの立体駐車場の

実験では、２６秒で発報した。」との結果が報告されている。 
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表１５ 高層立体駐車場の現況、点検の実態、火災実態及び実験等（その２） 

項  目 内       容 

点

検

の

実

態 

定期点検の頻度等
立駐工業会傘下の高層機械式立体駐車場における点検の間隔及び人員

について調査した結果、定期点検は点検要員３～４名で毎月実施している。 

点検時における

安全対策 

立駐工業会では、点検作業内容、項目、定期点検整備記録等を定めて

いるが、点検中の火災における避難対応が記載されたマニュアルはない。

現在、保守点検に関する作業マニュアルの検討を始めたところである。 

 

現

地

調

査

結

果 

現地調査による有効

な避難方法の確認 

点検時の火災に対して、緊急の避難手段として昇降装置の利用が有効

であると判断された。 

建物組み込み式

駐車場の点検口 

いずれも点検口が設置されていた。昇降装置が何らかの理由で稼動しない

場合は、タラップ等を経由して、直近の点検口からの避難を考慮していた。 

昇降装置の速度 
車両移送モード時の昇降速度が１２０～１８０ｍ/分で、緩行モード時の昇降

速度が約６０ｍ/分であることを確認した。 

照 明 の確 保 
駐車室内の照度が確保されていたことは、避難安全上重要で有益であると

判断された。 

４.２ 点検中の火災におけるガス系消火設備の早期起動方策 

平成１６年から平成２０年までの５年間の全国の駐車場(令 別表 １３項イ)の火災は、

放火と不明・調査中を除くと１７７件で、毎年約３５件発生している。主な出火原因は、たばこ、排

気管に可燃物が接触、エンジン部の配線等となっている。 

立駐工業会によれば、「今までに、点検中に火災が発生したことについての報告は受け

たことがない。」とのことである。 

点検中に火災が発生した場合は、早く火災を発見して火災が拡大する前に点検要員が避難し、

消火設備の手動起動釦を押すことにより、火災初期のうちに消火することが最も重要である。 

４.２.1 点検中の火災に対する早期発見と避難 

ア 点検中の火災に対する早期発見 

高層機械式立体駐車場の点検は、３、４名により専門的な知識を備えている点検要員

によるチームとして点検を行っている。ガス系消火設備の起動方式として、感知器の

二信号方式（ＡＮＤ方式）とする場合の一方の感知器には、火災を早く感知できる能

力を備え、また、出火場所（範囲）が特定しやすい感知器が望まれる。 

イ 自動車燃焼実験データからの燃焼性状 

自動車燃焼実験(その２発熱速度と放射熱流束)では、自動車の右側面から約３.５ｍ、

地上約１.４ｍの位置における点火１０分後の放射熱流束は、約０．４ｋＷ/㎡であったと報告

されている。 

ドイツ連邦規格では、１ｍ離れた距離で、人間（顔など皮膚を露出）が耐えられる

時間が基準化されており、１kW/㎡で１０分としている。 

また、自動車燃焼実験（その１実験概要と燃焼拡大性状)では、「着火後８分間は、

発熱速度は４００kＷ程度で、ごく小さい。８分時でフラッシュオーバー後、発熱速度は

急速に増大し、約２ＭＷを記録した。」と記載されている。 

自動車が初期の火災燃焼状態のうちに避難することが重要である。 

４.２.３ 保守点検に係る安全対策の検討 

立駐工業会として、点検中の要員に対する安全を確保するため、立駐工業会として、保

守点検に関する作業マニュアルの検討を始めたところである。 
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５．まとめ 

本検討会において調査検討した結果から得られた項目は、次のとおりである。 

５.１ 機械式駐車場の状況と火災の実態 

昭和３５年からの機械式駐車場の全国の設置基数の累計は、５０年間の累計では５１万

基を数え、仮に３０年を耐用年数とすると、現在、４０万基以上の機械式駐車場が設置され

ていると推定される。 

平成２(１９９０）年頃までは垂直循環方式(ゴンドラ式）が主力であったが、以後は低価格

及びメンテナンスが容易なエレベータ方式が中心となっている。 

平成１６年から平成２０年までの５年間の全国の駐車場(令 別表 １３項イ)火災は、４３３件

発生しており、やや減少傾向にある。このうち、放火と不明・調査中を除くと１７７件で、

出火原因の判明した火災は年平均約３５件となる。主な出火原因は、たばこ、排気管に可燃

物が接触、エンジン部の配線等の順になっている。 

また、平成１７年から２１年まで５年間の東京消防庁管内の駐車場火災は６７件で、近

年、やや減少傾向を示している。放火、不明を除いた主な出火原因は、エンジン部の配線、

たばこ、オイルの漏洩などである。 

５.２ 駐車場におけるガス系消火設備の設置状況 

最近３年間における全国のガス系消火設備の消火剤別の設置割合は、二酸化炭素消火設

備が６６．２％で、最も多く設置されている。また、東京消防庁管内の高さ３１ｍを超える立体

駐車場に設置されているガス系消火設備の消火剤別件数では、224 件中１２７件（５６.７％）

を二酸化炭素消火設備が占めている。 

また、二酸化炭素消火設備では、放出される二酸化炭素が生命の危険に陥れる程の高濃

度となるため、法令上で防護区画及び隣接部分に対し、安全対策が規定化されている。 

安全対策の充実を図るため、平成 9年 8月にガイドラインが示され指導されているが、

駐車場の点検中の事故が依然として発生している。 

５.３ 自動車燃焼実験からの燃焼性状と避難 

自動車燃焼実験(その１実験概要と燃焼拡大性状)では、「着火後８分間は発熱速度が４００ 

kＷ程度で、８分後にフラッシュオーバーとなって急速に増大して約２ＭＷを記録してい

る。」と記載され、また、自動車燃焼実験(その２発熱速度と放射熱流束)では、自動車の右

側面から約３.５ｍ、地上約１.４ｍの位置における点火１０分後の放射熱流束は、約０.４ｋＷ/㎡で

あったと報告されている。 

｢建築防火工学｣避難設計における避難者の受熱量の恕限度(火災からの煙や熱に対して

人間が耐えられる限度）では、「２.２７kＷ/㎡で１２分、２.４４kＷ/㎡で６分である。」とされて

いる。 

また、ドイツ連邦規格では、１ｍ離れた距離で、人間（顔など皮膚を露出）が耐えられる時

間が基準化されており、１kW/㎡で１０分とされている。 

自動車燃焼実験から、火災早期の避難が必要であることが示唆される。 
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５.４ 点検時の火災に対する避難 

表１３に記載した立体駐車場における感知器の作動実証実験では、光電アナログ式スポ

ット型（一種相当)が２６秒及び５５秒で感知していた。 

点検時における高層立体駐車場の火災においては、火災の早期発見が特に要請されるた

め、ガス系消火設備の起動方式に用いる二信号方式（ＡＮＤ方式）の一方の感知器には、火

災を早く感知できる能力を備えた感知器の設置が望ましく、同時に、高層であることから、

出火場所（範囲）を特定できることが要請される。 

点検中に火災などの異常を認識した場合、緊急避難のために昇降装置の活用が有効であ

ると認識された。また、昇降装置の活用できない場合に備え、二方向避難対応の手段とし

て設置される点検口からの防護区画外への避難を活用すべきである。 

点検口の設置が困難な駐車場の場合は、狭隘な空間での下方向の避難とならざるを得ず、

有効な第二の対応策を準備する必要がある。 

現地調査を行った立体駐車場内の照明は確保されていることが確認された。このことは、

避難安全上重要であり、有効であると判断された。 

５.５ マニュアル作成による点検要員の安全 

点検中の要員に対する安全を確保するため、立駐工業会として、保守点検に関する作業

マニュアルの検討を始めており、点検要員に対する火災時の避難対策が定められることを

期待する。 

５.６ 評価委員会の評価への反映 

評価委員会の評価では、立体駐車場は「無人の区画」であり、常時人が出入りする用途で

はないが、点検業者が高層機械式立体駐車場の点検中における火災時の避難について、火

災感知、初期対応、避難行動を速やかに行うことが必要であることから、以下の項目につい

て評価委員会の評価に反映されることが望まれる。 

① 点検中の火災においては、複数の点検要員が連携を図りながら、スムーズな対応が行

えるように体制を整える。 

② 火災感知を速やかに行うために、二種類の感知器の一方は火災をより早期に感知でき

る能力を備えた感知器の設置が望まれ、また、高層であることから、出火場所（範囲）

の特定可能なものが望ましい。 

③ 緊急避難のためには、昇降装置の活用が現実的である。ただし、停電等の原因により

昇降装置が使用できない場合に備えて、次のことに配慮する。 

建物の廊下や隣接防護区画などへの点検（脱出）口の設置を検討すること。 

なお、点検口の設置が困難な場合は、代替可能な避難方法を検討すること。 

④ 駐車室内の避難安全上有益な照明は、その照度の確保が重要である。 

⑤ ガス系消火設備を設置する際の消火剤の選択にあたっては、二酸化炭素消火設備の人

命危険性（資料編６.４.４ 二酸化炭素の人体への影響 参照）を考慮し、より安全な新ガ

ス系消火設備（資料編６.４.３ ガス系消火設備比較表 参照）の設置を推奨する。 


